
 

令和７年度から 

帯状疱疹予防接種（定期接種）を実施します 
 

 

＜対象者＞ 

対象者は年度によって異なるため、接種の機会を逃さないようにご注意ください 

①年度内に 65 歳を迎える方 

②60 歳～64 歳で、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとん

ど不可能な程度の障害を有する身体障害者手帳 1 級の交付者の方（接種日年

齢） 

対象者の経過措置 

・令和 7 年度から 5 年間の経過措置として、その年度に 70・75・80・85・

90・95・100 歳になる方も対象となります 

・令和７年度に限り、100 歳以上の方は全員対象となります。 

 

＜帯状疱疹ワクチン＞ 

 帯状疱疹ワクチンには 2 種類あり、接種方法や、効果とその持続期間、副反応など

の特徴が異なっていますが、いずれのワクチンも、帯状疱疹やその合併症に対する

予防効果が認められています。ワクチンに関する詳細な情報は、記事後半に掲載の

二次元コードから説明書、リーフレット等をご参照ください。 

 

◎ワクチンの特徴 

 生ワクチン 組換えワクチン 

接種方法 皮下に注射 筋肉内に注射 

接種回数と間隔 １回 ２回（２か月以上の間隔をあけ

る）＊ 

接種条件 病気や治療によって、免疫の低

下している方は接種できません 

免疫の状態に関わらず接種可能 

＊病気や治療により、免疫の機能が低下したまたは低下する可能性がある方等は、医

師が早期の接種が必要と判断した場合、接種間隔を１か月まで短縮できます 

 

◎帯状疱疹に対するワクチンの予防効果 

 生ワクチン 組換えワクチン 

接種後１年時点 ６割程度 ９割以上 

接種後５年時点 ４割程度 ９割程度 

接種後 10年時点 － ７割程度 

 

 



 

＜接種費用・自己負担額＞ 

接種を希望するワクチン・医療機関により、次のとおりとなります。 

＊生活保護受給者は、無料。指定医療機関に証明書を提出することにより無料となり

ますので、事前に保健福祉センターまで申請にお越しください。 

 

＜接種日時、申込先＞ 

 接種には予約が必要ですので、各医療機関にお申込みください。 

＊６０歳～６４歳で対象になる方は、指定医療機関に身体障害者手帳を提示すること

が必要になります。 

 

●対象者のうち①及び経過措置の対象となる方には、各年度に個別通知を送付します。 

●定期接種は、生涯に一度一種類のワクチン接種についてのみ、接種費用を助成しま

す。 

指定医療機関 

生ワクチン 組換えワクチン 

（１回につき） 

接種費用 自己負担額 接種費用 自己負担額 

標津病院 

 (接種場所：保健福祉センター） 
━  ━  22,000 円 5,500 円 

石田病院 8,000 円 2,000 円 20,350 円 5,000 円 

中標津脳神経外科病院 ━  ━  22,000 円 5,500 円 

なかしべつ内科クリニック ━ ━ 20,350 円 5,000 円 

指定医療機関 接種日時等 申込先 

標津病院 

（接種場所：保健福祉センター） 

・月２回 水曜日（定員 10 人） 

受付時間：午後 15:45-16:00 

・１週間前までに予約してください 

0153-82-1515 

（保健福祉センター） 

石田病院 

・月・火・水・木・金曜日（平日）   

受付時間：午前 9:00-11:00 

午後 14:00-16:00 

・連絡日より、２日目以降の予約

となります 

0153-72-9112 

中標津脳神経外科病院 

・第２・４金曜日（平日） 

受付時間：午前 8:30-12:00 

・１週間前までに予約してください 

0153-73-1500 

なかしべつ内科クリニック 

・月・水・金曜日（平日） 

受付時間：午後 1３:00-15:00 

・１～２週間前までに予約してくだ

さい 

0153-72-2516 


